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研究成果の概要（和文）：国や自治体などの公的部門に企業会計に準じた発生主義会計の導入が我が国においても進展
している。この財務情報が公的部門の政策立案、経営や財務にどのように利用されているか、また、活用されている場
合に業績改善や説明責任の向上にどのように寄与しているかについて国際比較を交えて分析した。その結果、公式の制
度に組み込まれていないこと及び技術的制約から我が国では所期の効果を挙げていないことを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Financial management reform which adopts accrual based accounting in the public se
ctor has been develped in Japan as in other nations.This research aims at exploreing how and to wahat exte
nt accrual accounting information has been used in policy making, management and financial control.The res
ults show that accrual accounting does not cause intended outcomes owing to separated sytem from formal in
stitution and technical problems.

研究分野：

科研費の分科・細目：

社会科学

キーワード： 発生主義　公会計　国　自治体　企業会計

経営学・会計学



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
 我が国の公的部門で企業会計に準じた発
生主義会計の導入が 1990 年代以降進む一方
で、活用が不十分という意見も多くその効果
の検証が期待されていた。 
こうした公会計制度改革は我が国では小

泉 政 権 下 で 新 公 共 管 理 (New Public 
Management; NPM)と称される行政改革の
一環として現れたものであり、手法的にはア
ングロサクション諸国の市場原理と民間経
営管理の手法の組み合わせを基本とするも
のであった。 
ここでは成果志向、顧客志向、分権化及び

競争機構の活用を基本方針とし、民間部門と
のコスト比較や成果と費用の合理的な関連
付けという点で現金収支に着目する現金主
義に替えて、資源の消費を測定する発生主義
は有用であるとされていた。なかでも英国、
ニュ―ジーランド、オーストラリアなどの英
連邦諸国の改革は会計化という表現が一部
にされるほど会計制度の変更は重要な役割
を担うとされていた。他方、こうした先行し
た国においても定量的な効果の検証はほと
んどないのが実態であり国際的に研究が期
待されていた。 
 
２．研究の目的 
 
 公的部門への発生主義会計適用による効
果を実証的に明らかにすることにある。具体
的には以下の項目について検討するである。 
 
（１）我が国での発生主義会計情報の整備状
況と利用状況（国、自治体レベル）：自治体
間で取組に差があるのはどのような事情が
影響しているか？ 
（２）比較対象の欧米諸国における利用状況
とその効果に関する文献研究並びにヒアリ
ング調査：英連邦諸国では発生主義会計が予
算・決算とどのように連動しているか？政治
家・行政官・市民によって本当に使用されて
いるのか？ 
（３）政治家、行政官及び市民の各層におけ
る発生主義会計情報の認識と活用状況：適正
に認識されているか？ 現金主義会計との
違いを的確に理解しているか？ 
（４）技術的な発生主義会計のシステム化の
状況：財務会計システム及び財産管理や負債
管理とどのように連携しているか？ 
（５）予算・決算制度と発生主義会計情報の
関係：決算のみ発生主義会計の場合に予算と
どのように反映させているのか？ 評価制
度と連動しているのか？ 
（６）上記の状況がどのような要因によって
規定されているか：政治的リーダーシップが
重要なのか？ 市場メカニズム（地方債金利
など）に反映されているか？ 
 
 

３．研究の方法 
 
 アンケート調査及びヒアリング調査を国
際比較を交えて行う。また、統計的分析を行
う。具体的には以下の手順にしたがって行っ
た。 
（１） 我が国の全市町村の長、財政課及び 
会計課並びに監査部門に発生主義による財
務書類の作成状況、活用状況、財政指標、作
成の主導者、利用の阻害要因、予算・決算制
度との関係につき選択肢方式でアンケート
調査を実施する。 

 
（２） 同種調査を発生主義会計の適用によ 
る経験効果(習熟効果)が生じるか否かを確
認するため研究期間内に再度実施して比較
する。先行研究では有用性が行政官の習熟に
応じて高まるという結果と高まらないとい
う対立する結果が出ているためである。 
 
（３）国内の先進的試みをしている自治体を
訪問調査し、どのような意図で何を行ってい
るか、果たしてその試行は効果を挙げている
か、もし、所期の効果を挙げていないならば、
どこに問題があり、いかに解決できるかを調
査する。 
 
（４）日々記帳に基づく複式簿記による発生
主義会計の適用と決算時の修正仕訳による
発生主義情報への加工において活用や効果
に差があるかを検証する。つまり、東京都や
大阪府あるいは基準モデルを使用している
自治体とその他の方法を利用している自治
体で職員の意識や行動に差異が生じている
かを調査する。 
 
（５）国際比較の観点から発生主義会計の効
果を包括的に検証するため、国際比較政府会
計研究学会（CIGAR）のネットワーク及び経
済協力開発機構（OECD）の発生主義会計シン
ポジュームの参加者と意見交換し、各国の状
況とこれまでの効果に関する研究レビュー
を実施する。 
 
（６）モデルの開発 
発生主義会計の効果が発現する過程を考慮
した理論モデルを開発し、操作可能な変数と
政治経済社会変数を同定化する。経済合理性
と制度論及び関連する制度との補完性を反
映したものとする。 
 
（７）実証分析 
アンケート調査結果と財政データ及び自治
体の人口動態等の基礎変数を合わせモデル
の実証分析を行う。また、ヒアリング及びイ
ンタビュー調査結果との整合性を確認する。 
 
４．研究成果 
  
我が国で発生主義会計を公的部門に適用し



業績改善と説明責任の向上を図ることが期
待されている。しかし、効果を挙げている諸
外国と比較すると、公式の財務会計制度と発
生主義会計でもたらされる情報が切り離さ
れていること及び複式簿記の導入が記入段
階から進んでいないことから十分な効果が
あがっていないことが明らかになった。 
 具体的に示すとアンケート調査とヒアリ
ング結果の分析から以下の点が判明した。 
（１）我が国での発生主義会計の整備に関し
ては自治体の規模が大きく、財政状況が良い
ほど進んでいることが確認できる。逆に条件
適合理論が説くように財政悪化や市民の透
明性を求める圧力が自動的に発生主義会計
の導入や活用を進展させるとは認められな
い。 
（２）先進的とされる英連邦諸国でも発生主
義会計の政策分野での活用については課題
があり、特に政治家にとって現金主義情報が
理解可能性で発生主義情報より有用とされ
ている。また、我が国と並び発生主義会計の
適用に慎重なドイツの先進的自治体の取り
組みを実態調査したところ、原価計算と評価
との連動を通じて予算編成に活用しようと
する動きがあることがわかった。 
（３）ただし、我が国を含め複式簿記で発生
主義会計を適用している場合には、作成のシ
ステム化を行っていることから活用に積極
的であり、特に資産やインフラ管理への活用
に取り組んでいる傾向にある。 
（４）発生主義会計の情報（事業コストや資
産・負債の状態）を予算編成、評価、人事考
課に反映しようとすることは我が国ではほ
とんどなされていない。 
（５）また、地方財政健全化法制と発生主義
会計との有機的連動がなされていないため、
財政健全化と発生主義会計の適用は無関係
になっている。強制的な措置として財政指標
が設定された場合に初めて効果が生じてい
ることがわかる。 
（６）任意的あるいは勧告的な発生主義会計
の適用では、強制的・義務的あるいは財政誘
因がある現金主義による統制よりも自治体
側での関心は低く、財務書類を作成している
財政当局責任者も国の方針にしたがってい
るだけで実際の活用は難しいとしている。 
（７）NPM を機能させる会計として発生主義
会計は理論的に有用であるものの、分権化、
市場原理や顧客志向及び成果志向の原理が
同時に適用されないと効果が限定される。 
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